
 

 

 

 

   街区符号の変更 

 

 名古屋市住居表示条例（昭和38  年名古屋市条例第67  号）第 2  条の規定により、

街区符号の変更について次のとおり告示します。 

 

  令和 8  年 1  月 9  日 

 

                 名古屋市長  広  沢  一  郎 

 

1   街区符号の変更 

  別図第 1  に示す区域において、別図第 2  に示すとおり変更をします。 

2   実施期日 

  令和 8  年 1  月16  日 

 

名古屋市スポーツ市民局地域振興部住民課 

名古屋市告示第2号
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別図第２

凡　　　例
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